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食品中の 
放射性物質対策 基準値設定の考え方◆基準値の根拠  

 
 
  

Ｑ．基準値の根拠は、なぜ、年間1ミリシーベルトなのですか？ 

A. ①科学的知見に基づいた国際的な指標に沿っている 

食品の国際規格を作成しているコーデックス委員会の現在の指標
で、年間１ミリシーベルトを超えないように設定されていること 

モニタリング検査の結果で、多くの食品からの検出濃度は、
時間の経過とともに相当程度低下傾向にあること 

注）国際放射線防護委員会（ICRP）は、年間1ミリシーベルトより厳しい措置を講じても、有意な線量
の低減は達成できないとしており、これに基づいてコーデックス委員会が指標を定めている。 

   ② 合理的に達成可能な限り低く抑えるため 
   
     

厚生労働省「食品中の放射性物質の対策と現状について（概要）」より作成 

基準値設定の根拠にある年間 1ミリシーベルトという許容線量については、第一に、
科学的な知見に基づいた国際的な指標に合わせたということです。食品の国際規格を作成
しているコーデックス委員会の現在の指標で、年間 1ミリシーベルトを超えないように
という規定が示されています。元をたどると、国際放射線防護委員会（ICRP）が「年間
1ミリシーベルトよりも厳しい措置を講じても、それ以上に有意な線量の低減は達成でき
ないという考え方を示しています。その勧告に基づいて、コーデックス委員会は指標を定
めています。
第二に、「合理的に達成可能な限り低く抑える」というALARAの法則（As	Low	As	
Reasonably	Achievable）に基づいています。無理をせず合理的に達成可能な限りとい
うところがポイントです。実際にモニタリング検査をしたところ、多くの食品からの検出
濃度が相当程度低下傾向にありましたので、一般食品中の放射性セシウム濃度の基準値を
大幅に引き下げて 100 ベクレル /kg としても、日本人の食生活に不具合を来すことはな
いということもわかりました。

本資料への収録日：2013 年 3月 31日

関連Q&A
・4章QA4	 介入線量レベルを年間 1ミリシーベルトに設定した理由を教えてください
・4章QA24	 食品中の放射性物質の基準値は、どのように決められたのですか
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食品中の 
放射性物質対策 影響を考慮する放射性核種 

 
 
○基準値は、原子力安全・保安院の評価に基づき福島第一原発事故により放出された  
 と考えられる核種のうち、半減期１年以上のすべての核種を考慮。 
 

 
 
 
 

 
○ただし、放射性セシウム以外の核種は測定に時間がかかるため、個別の基準値を 
 設けず、放射性セシウムの基準値が守られれば、上記の核種からの線量の合計が 
 １ミリシーベルトを超えないよう計算。 

  

規制対象核種 （物理的）半減期 
セシウム134 2.1年 
セシウム137 30年 

Q.なぜ、基準値は放射性セシウムだけなのですか？ 

※半減期が短く、既に検出が認められない放射性ヨウ素（半減期：8日）や、原発敷地内におい
ても天然の存在レベルと変化のないウランについては、基準値設定しない。 

A.セシウム以外の影響を計算に含めた上で、比率が最も高く、  
  測定が容易なセシウムを指標としている。 

ストロンチウム90 29年 
プルトニウム 14年～ 
ルテニウム106  374日 

※食品の摂取で放射性セシウム以外の核種から受ける線量が最大でどの程度になるかは、土壌の汚染
濃度、土壌から農作物への放射性物質の移行のしやすさのデータなどから、年代別に計算できる。
例えば、19歳以上の場合、放射性セシウム以外の核種からの線量は、全体の約12％。 

厚生労働省「食品中の放射性物質の対策と現状について（概要）」より作成 

この図では、何故、数多ある放射性物質の中でも、放射性セシウムだけの基準値が設定
されているかという理由が示されています。
福島第一原発事故によって放出されたと考えられる核種の中で、半減期が 1年以上の
すべての核種が考慮されています。つまり、放射性セシウムだけではなくて、ストロンチ
ウム、プルトニウム、ルテニウムといった放射性物質がすべて考慮されています。この基
準値は、長期的に規制していく基準値であることから、半減期が短いものについては考慮
の対象とはされていません。例えば、半減期 8日の放射性ヨウ素は、1年経てば 10兆分
の 1の濃度にまで下がり、天然の存在レベルと変わらなくなることから基準値は設定さ
れていません。放射性セシウム以外の核種を実際に何ベクレル以下といった基準値を設け
て、そのまま現場で測定をしようとしても、検査法が非常に煩雑だったり、時間やコスト
も掛かります。セシウムは30分～2時間位の時間をかけて現場で測定されることからも、
個別の基準値を設けずに、放射性セシウムの基準値が守られれば、全体を合わせても年間
の被ばく線量が 1ミリシーベルトを超えないように計算上、設定されています。
具体的には、セシウム、ストロンチウム、プルトニウムをはじめとした核種の影響がど
れ位あるのかということが土壌などを調査して割り出されました。例えば、19歳以上の
人の場合は、福島第一原子力発電所から放出された放射性物質で汚染された食品を食べて、
そこから受ける影響全体を 100 とした時、放射性セシウムからの影響が 88％位になりま
す。一方でそれ以外の核種からの影響が 12％位であるとわかりました。こういったデー
タを基に、セシウム以外の影響についても計算に含めた上で基準値が設定されました。

本資料への収録日：2013 年 3月 31日 

関連Q&A
・4章QA9	 放射性セシウム以外の核種の基準値は設けないのでしょうか
・4章QA10	 なぜ、ヨウ素やウランは規制対象に含まれていないのでしょうか
・4章QA26	 食品中の放射性物質の基準値は、セシウム以外の核種から受ける影響は考えられていないの

ですか
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